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［事案 29-263］先進医療給付金支払等請求  

・平成 30年 7月 12 日  裁定終了 

＜事案の概要＞ 

先進医療に該当する多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術に対し、先進医療給付金が支払

われなかったことを不服として、給付金の支払いおよび給付金請求から不支払決定までの期間

の保険料の返還を求めて申立てのあったもの。 

＜申立人の主張＞ 

白内障により、先進医療に該当する多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術を受けたため、

平成 29 年 6 月に契約した医療保険にもとづき給付金を請求したところ、先進医療特約が付加

されていないことを理由に支払われなかったが、以下の理由により、先進医療給付金を支払い、

給付金請求から不支払決定までの期間の保険料を返還してほしい。 

(1)契約時、先進医療特約が付加されていることを確認してインターネットから申し込んだ。 

(2)契約に際して、保険会社のコールセンターに複数回問い合わせた際に、オペレーターから

募集人との対面ではなく、インターネットでの申込みを強く促された。 

＜保険会社の主張＞ 

以下の理由により、申立人の請求に応じることはできない。 

(1)本契約には、先進医療特約は付加されていない。 

(2)インターネットの契約申込手続き画面において、申込完了までに、設計書により保障内容

および保険料を確認することができるほか、申込内容確認画面でも契約内容を確認するこ

とが可能である。また、申込画面では、「先進医療特約を付加する」という選択肢が自動的

に選択されており、申込時に、付加しないという選択肢を申立人が自ら選択したものとし

か考えられない。 

＜裁定の概要＞ 

1.裁定手続 

裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづき審理を行った。なお、申立人は事情

聴取を希望しなかったため、事情聴取は行わなかった。 

2.裁定結果 

上記手続の結果、本契約に先進医療特約が付加されていたとは認められず、また保険会社

がインターネットまたは対面による申込みの選択について申立人を誘導したとは認められ

ず、その他保険会社に指摘すべき特段の個別事情も見出せないことから、和解による解決の

見込みがないと判断して、手続を終了した。 


